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		第1節第1節	 総　論	 総　論
文部科学省では、平成30年11月に中央教育審議会で取

りまとめられた「2040年に向けた高等教育のグランドデ
ザイン（答申）」（以下「グランドデザイン答申」という。）
を踏まえ、2040年に向け、学修者が学修成果を実感でき
る学修者本位の教育への転換や、教育研究体制における多
様性と柔軟性の確保、教育の質の保証と情報公表、地域に
おける高等教育に係る議論の促進に取り組んできました。
こうした取組と並行して、初等中等教育段階の学びの変化
や、高等教育の修学支援新制度の導入後の低所得者世帯の
進学率の上昇等が見られており、一方で、急速な少子化や
国際情勢の不安定化、AIの発達等が進んでいます。
このような中、高等教育機関が求められる役割を真に果

たすことができるようにするためには、今後の高等教育全
体の適正な規模を視野に入れた、地域における質の高い高
等教育へのアクセス確保の在り方や、国公私の設置者別、

機関別等の役割分担の在り方の明確化等を図りつつ、各機
関の教育研究の質の一層の向上を図ることが必要です。そ
こで、令和5年9月、盛山文部科学大臣（当時）から中央
教育審議会に対して、「急速な少子化が進行する中での将
来社会を見据えた高等教育の在り方」について諮問が行わ
れました。
その後、同審議会大学分科会の下に「高等教育の在り方
に関する特別部会」が設けられ、約1年5か月にわたって
審議が重ねられ、令和7年2月に中央教育審議会答申「我
が国の「知の総和」の向上の未来像～高等教育システムの
再構築～（答申）」（以下「知の総和答申」という。）が取
りまとめられました。
第2、3節では、「知の総和答申」の主な内容を、第4
節では「知の総和答申」を踏まえて取り組むことを紹介し
ます。

		第2節第2節	 今後の高等教育の目指すべき姿	 今後の高等教育の目指すべき姿

1	直面する課題とこれまでの高等教育政策
世界では、気候変動等の環境問題や、食料・水・資源・

エネルギー等の不足、人口の爆発的な増加、緊張化する国
際情勢、世界経済の不安定化、AIの進展による効率化と
リスクなどの課題に直面しています。このような世界情勢
に加え、我が国において、最も重要な課題の一つは急速な
少子化です。大学進学者数については、現在の約63万人
から2035年には約59万人、2040年には約46万人とな
り、現在の定員規模の約73％へと大幅に減少すると予測
されています（図表1-1-1）。
高等教育に関しては、これまで設置認可や補助金を通じ

た「量」に関する政策、制度改正を通じた「質」に関する
政策、修学支援新制度の導入等の経済的支援に関する政
策、大学運営に関する政策等が展開されてきました。しか
し、学生の授業外の学修時間が依然として短いなど教学マ
ネジメントの取組は道半ばであり、留学生獲得競争の激化
やリカレント教育・リスキリングの必要性の高まり、相対
的な研究力の低下、高等教育機関と地方公共団体の連携に
おける地域差の存在等、高等教育を取り巻く様々な課題が
指摘されています。

2	高等教育が目指す姿
（1）目指す未来像・育成する人材像
急速な人口減少をはじめとする社会変化や高等教育を取
り巻く状況の変化を踏まえ、我々が目指す未来像とは、
「一人一人の多様な幸せと社会全体の豊かさ（Well-being）
の実現を核とした、持続可能な活力ある社会」です。そし
て、このような社会の担い手や創り手となる人材として、
真に人が果たすべきことを果たせる力を備え、人々と協働
しながら、課題を発見し解決に導く、学び続ける人材を育
成することが必要であると考えています。

我が国の「知の総和」向上の未来像
～高等教育システムの再構築～
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図表1-1-1 大学進学者数の推計
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大学進学者数

大学進学率

18歳人口は1992年をピークに減少
大学進学率は上昇傾向

大学進学者数は近年微増傾向であったが、減少局面に入ると予測。

●18歳人口　　＝　3年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数
●大学進学率　＝　当該年度の大学進学者数

18歳人口

大学進学者数等の将来推計について

※18歳人口：3年前の中学校卒業者数、中等教育学校前期課程修了者数及び義務教育学校卒業者数
※18歳人口の将来推計は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」（出生低位（死亡低位）推計）
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★大学進学者数のピーク

（2）高等教育が目指す姿
このような未来像を実現するためには「知の総和」を向

上することが必須となります。「知の総和」は、人の数と、
人の能力の掛け合わせで決まります。高等教育機関は、未
来を担う人材の育成や、社会の新たな価値の創出に欠かせ
ない役割を果たしており、教育と研究の機能をこれまで以
上に強化することによって、社会に貢献しながら「知の総
和」を向上する中心的な役割を果たすことが求められま
す。そして、生み出された「知の総和」を社会へと実装し
ていくことが必要です。この高等教育機関の果たし続ける
役割こそ、我が国が更なる成長・発展を遂げていくに当
たって欠かせないものとなります。
また、高等教育機関で学びたい意欲ある全ての者が、高

等教育を享受でき、同時に、経済成長では測りきれない、
幸せや生きがい、豊かさを感じ、成長できる場、そして多
様な学生と教職員をはじめとするステークホルダーが集う
場としての高等教育機関の役割も必要です。
これらを踏まえ、「知の総和」の向上のためには、教育
研究の質を上げ、社会的に適切な規模の教育機会を提供し、
地理的・社会経済的な観点からのアクセス確保によって高

等教育の機会均等の実現を図ることが必要となります。

（3）高等教育政策の目的
「知の総和答申」では、高等教育政策の目的（追求すべ
き価値）として、「質（Quality）」「規模（Size）」「アクセ
ス（Access）」の三点を設定しています。ここでいう「質」
とは、教育研究の質の向上を図ることで学生一人一人の能
力を最大限高めること、「規模」とは、社会的に適切かつ
必要な高等教育機会を量的に確保していくこと、「アクセ
ス」とは、地理的・社会経済的な観点からの高等教育の機
会均等を実現することです。
三つの目的（価値）は常に調和するわけではなく、ト
レードオフの関係になることもあり得るため、価値の選択
と調整が必要となります。急速な少子化等を踏まえて高等
教育全体の「規模」の適正化を図りつつ、それによって失
われるおそれのある高等教育への「アクセス」確保策を講
じるとともに、「知の総和」を向上するために教育研究の
「質」を高めることで、高等教育システムを再構築してい
くことが求められます（図表1-1-2）。
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図表1-1-2 「知の総和答申」要旨①

我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）要旨①
中央教育審議会（令和７年２月21日）

１．今後の高等教育の目指すべき姿

➢ 目指す未来像の実現のためには、「知の総和」（数×能力）を向上することが必須
➢ 「知の総和」の向上のためには、教育研究の質を上げ、意欲ある全ての人が高等教育を享受できるよう社会的に適切な規模の高等教育機会
を供給し、地理的・社会経済的な観点からのアクセス確保によって高等教育の機会均等の実現を図ることが必要

急速な少子化等を踏まえた高等教育
全体の「規模」の適正化を図りつつ、
それによって失われるおそれのある
「アクセス」確保策を講じるとともに、
「規模」の縮小をカバーし、知の総和
を向上するために教育研究の「質」を
高める

ア．未来社会を担う人材に必要な
資質・能力の育成（文理横断・
融合教育 等）
イ．成長分野を創出・けん引する
人材等の育成
ウ．デジタル化の推進（AI活用 等）
エ．国際競争の中での研究力強化

重
視
す
べ
き
観
点

高
等
教
育
政
策
の
目
的

「質」の向上

「規模」の適正化

「アクセス」確保

：教育研究の質の向上を図ることであり、
学生一人一人の能力を最大限高めること

：社会的に適切かつ必要な高等教育機会の
量的な確保

：地理的・社会経済的な観点からの高等教
育の機会均等の実現

３つの目的（価値）は、常
に調和するわけではなく、
トレードオフの関係になる
こともあり得るため、価値
の選択と調整が必要

高
等
教
育
が

目
指
す
姿

我が国の「知の総和」の向上

直
面
す
る
課
題

未
来
像
・
人
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像

目指す未来像

育成する人材像

一人一人の多様な幸せと社会全体の豊かさ(well-being)の
実現を核とした、持続可能な活力ある社会

持続可能な活力ある社会の担い手や創り手として、真に人
が果たすべきことを果たせる力を備え、人々と協働しなが
ら、課題を発見し解決に導く、学び続ける人材

62.7万人  59.0万人  4466..00万万人人（約27％減）
（2021）     （2035）    （2040） 

大学進学者数推計
（出生低位・死亡低位）

社会の変化

高等教育を取り巻く変化 学修者本位の教育への転換等

世界：環境問題、国際情勢の緊張化、AI進展 等
国内：急速な少子化、労働供給不足

①教育研究の観点 ②学生への支援の観点 ③機関の運営の観点 ④社会の中における機関の観点
ア．学生の多様性・流動性の
向上（留学生、社会人、障
害のある学生等）
イ．学生への経済的支援充実
（社会全体で支える学生の
学び）

ア．高等教育機関の多様性確保
イ．高等教育機関の運営基盤の
確立（ガバナンス改革 等)
ウ．国際化の推進
（留学モビリティ拡大 等）

ア．社会との接続・連携強化
イ．人材育成等を核とした地方創生
の推進
ウ．初等中等教育との接続の強化
エ．情報公表による信頼獲得

＊1	 入学後の幅広い学修を通じて自らの興味や適性を見極め、2年次以降に専攻する領域を選択すること。

（4）重視すべき観点
今後の高等教育が目指す姿を実現するに当たり、重視す

べきものとして次の四つの観点を掲げています。
①未来社会を担う人材に必要な資質・能力の育成、成長分
野を創出・けん引する人材等の育成、AI活用等を含め
たデジタル化の推進、国際競争の中での研究力強化と
いった「教育研究」の観点

②留学生や社会人、障害のある学生など学生・教職員の多

様性・流動性の向上、学生への経済的支援の充実といっ
た「学生への支援」の観点
③高等教育機関の多様性確保、運営基盤の確立、留学モビ
リティの拡大など国際化の推進といった「高等教育機関
の運営」の観点

④社会との接続・連携強化、人材育成を核とした地方創生の
推進、初等中等教育との接続の強化、情報公表による信
頼獲得といった「社会の中における高等教育機関」の観点

		第3節第3節	 今後の高等教育政策の在り方	 今後の高等教育政策の在り方

1	教育研究の「質」の更なる高度化
（1）学修者本位の教育の更なる推進
グランドデザイン答申で示された「学修者本位の教育の

実現」は、引き続き取り組む必要があります。学びの質を
高めるための教育内容・方法の改善として、「教学マネジ
メント指針」の見直し、同時履修科目の絞り込み促進、レ

イトスペシャライゼーション＊1を促進するための定員管
理制度の弾力化等、学生が主体的・自律的に学修するため
の環境を構築するとともに、厳格な成績評価や卒業認定、
成績優秀者への称号授与等を通じて、出口における質保証
を促進すること、高大接続を踏まえた大学入学者選抜等の
改善、遠隔・オンライン教育を推進することが重要です。
また、「知の総和」の向上に向け、一人一人の能力が高
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まるようにしていくためには、これまで累次の答申＊2で述
べてきた質的転換、質保証を更に発展させ、質向上をより
重視する視点から、新たな高等教育の質保証・向上システ
ムを構築することが必要です。このため、基幹教員の配置
に係る基準や指導補助者の基準等について制度改善を図る

＊2	 ・2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）
	 ・新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）
	 ・学士課程教育の構築に向けて（答申）

とともに、認証評価制度を見直し、在学中にどれくらい力
を伸ばすことができたのか、といった教育の質を数段階で
評価する新たな評価制度へ移行することが求められます
（図表1-1-3）。

図表1-1-3 「知の総和答申」要旨②

我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）要旨②
中央教育審議会（令和７年２月21日）

２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策①
（１）教育研究の「質」の更なる高度化

 多様な学生の受入れ促進（外国人留学生や社会人等）
ア．多様な学生の受入れ推進
○多面的・総合的な入学者選抜の推進
○転編入学等の柔軟化
➣転編入学の増加を図るための定員管理の見直し 等
○障害のある学生への支援 等

イ．留学モビリティ拡大
○外国人留学生等の受入れや日本人学生の派遣の推進、国際化のための体制整備
➣経済的支援の充実  ➣多文化共修環境整備 ➣留学生の定員管理方策の制度改善  等
○適切な在籍管理、技術流出防止対策の徹底・強化 等

ウ．社会人の学びの場の拡大
○教育環境の整備
➣産業界と連携した教育プログラム開発
○産業界・地方公共団体等との組織レベルでの連携推進

エ．通信教育課程の質の向上
○時代の変化を踏まえた通信教育課程の在り方の見直し
➣通信教育課程の更なる質の向上のための制度改善や学生支援に向けた検討 等

研究力の強化
○研究の質向上に向けた研究環境の構築
➣研究開発マネジメント人材等の量的不足解消
・質向上

➣大学共同利用機関等の機能強化 等
○研究環境の低下要因を取り除くための業務
負担軽減の推進
➣研究と教育それぞれに重点を置く教員の活用
促進

➣形式的な会議の見直し 等

情報公表の推進
○情報公表の内容・方法の改善
➣高等教育機関の情報を横断的に比較
できる新たなデータプラットフォーム
（Univ-map(ユニマップ)（仮称））
の構築

○全国学生調査の活用

 大学院教育の改革
ア．質の高い大学院教育の推進
○体系的な大学院教育課程の編成の推進
➣修士・博士５年一貫プログラムの構築(特に自然科学系)等

○学士課程から博士課程までの連続性向上・流動性促進
➣学士・修士５年一貫教育の大幅拡充（特に人文・社会科
学系）等

イ．幅広いキャリアパスの開拓推進
○多様なフィールドで一層活躍するための環境構築、
多様な進学者の受入れ促進
➣学位の質保証を前提とした社会人の修士・博士の１年
での学位取得推進 等

     学修者本位の教育の更なる推進
ア．学びの質を高めるための教育内容・方法の改善
○学生が主体的・自律的に学修するための環境構築
➣教学マネジメント指針の見直し ➣同時履修科目の絞り込み促進
➣レイトスペシャライゼーションを促進するための定員管理制度の弾力化 等
○「出口における質保証」の促進
➣厳格な成績評価や卒業認定の実施 ➣成績優秀者への称号授与 等

○高大接続を踏まえた大学入学者選抜等の改善
○遠隔・オンライン教育の推進

イ．新たな質保証・向上システムの構築
○大学設置基準及び設置認可審査の見直し
➣基幹教員の配置に係る基準や指導補助者の基準等について制度改善

○認証評価制度の見直し
➣在学中にどれくらい力を伸ばすことができたのか等を含む教育の質を数段階
で評価する新たな評価制度への移行

（2）外国人留学生や社会人など多様な学生の受入れ促進
一人一人がその可能性を最大限発揮し、今後の社会で生

きていく能力を獲得し、我が国の「知の総和」を向上する
ためには、高等教育機関が、教育を提供する側が考える画
一的な教育の場から、多様な価値観を持つ多様な人材が集
まることで相互作用が生まれ、新たな価値が創造される場
（多様な価値観が集まるキャンパス）に転換していくこと
が求められます。
多面的・総合的な入学者選抜の推進や転編入学の増加を

図るための定員管理の見直し、障害のある学生への支援な
ど多様な学生を受け入れるための取組を進めるとともに、
経済的支援の充実や多文化共修の環境整備の推進、留学生

の定員管理方策の制度改善の検討により、日本人学生派遣
及び外国人留学生の受入れによる留学モビリティの拡大及
び大学における国際化の体制整備を推進しています。その
際、安全保障貿易管理の徹底や、学業成績・資格外活動等
の状況を的確に把握しつつ在籍管理を徹底することも肝要
です。
また、社会人を含む幅広い学生の受入れに関しては、産
業界と連携した教育プログラムの開発や産業界・地方公共
団体との組織レベルでの連携を通じて社会人の学びの場を
拡大すること、通信教育課程の特色等を踏まえた教学マネ
ジメントの確立や学生の多様な属性等に対応した教育支援
体制の構築促進など、時代の変化を踏まえた通信教育課程
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の更なる質向上を図ることも必要です。

（3）大学院教育の改革
学生一人一人の能力を最大限高める観点から、大学院に

おいては、より質の高い教育を行うことが重要です。ま
た、学修者の個々のニーズのみならず、産業界や国際社会
など幅広い社会のニーズに積極的に対応したカリキュラム
とするとともに、社会での活躍状況を可視化し、キャリア
構築に係る組織的支援を進めることが必要です。一方で、
企業における採用拡大や処遇改善、従業員の博士号取得支
援などの取組や協力は欠かせず、こうした産業界における
積極的な取組が進むよう、産学官が一層、連携していくこ
とも求められます。
質の高い大学院教育を推進するためには、修士・博士5

年一貫学位プログラムの構築など、体系的な大学院教育課
程の編成を推進するとともに、学士・修士5年一貫教育の
大幅な拡充や、ダイバーシティ環境の醸成や内部進学抑制
により流動性に支えられた多様性を確保することなどに
よって、学士課程から博士課程までの連続性向上・流動性
の促進を図ることが必要となります。

（4）研究力の強化
「教育」と「研究」を両輪とする大学教育において、質
の高い教育を行いつつ、質の高い研究成果を創出するため
には、研究者が教育研究に専念できる環境を整備すること
が必要不可欠です。そのための環境整備に当たっては、研
究環境を更に向上させる観点と、研究環境の低下要因を取
り除く観点の双方が重要となります。
このため、研究開発マネジメント人材等の量的不足解消

や質の向上、大学共同利用機関等の機能強化を通じて質の

高い研究環境を構築するとともに、研究と教育それぞれに
重点を置く教員の活用促進や、形式的な会議の見直しなど
研究環境の低下要因を取り除くための業務負担軽減を進
め、各大学による研究力向上に向けた改革を継続的・安定
的に後押しすることが必要です。

（5）情報公表の推進
高等教育機関からの適切な情報発信がなければ、規模や
立地、知名度等による入学者選抜の選抜性の高低により高
等教育機関の淘汰が進むこととなり、教育研究の質の高度
化に向けた取組が社会全体から適切な評価を得られないこ
とにつながってしまいます。今後、留学生や社会人を含め
た多様な進学希望者が自らの目的に合う大学を選ぶことが
できるようにするとともに、修士・博士課程への進学を決
断できるようにするためには、各高等教育機関の持つ、教
育研究に関する情報公表をより進めていかなければなりま
せん。
現在、大学コミュニティにより自立的に運営されている
大学ポートレートが、各大学の多様な教育情報の発信に一
定の効果を発揮している一方で、国公立版と私学版で情報
を提供するプラットフォームが異なるために大学の教育研
究の質に関わる重要な情報が必ずしも分かりやすく示され
ていないといった課題が指摘されています。諸外国の状況
も参照しながら、大学ポートレートで培ってきた実践や知
見を生かしつつ、単純な数値に限らず高等教育機関を横断
的に比較する観点から、設置者別ではない新たなデータプ
ラットフォーム（Univ-map（ユニマップ）（仮称））を構
築し、情報公表を更に進めることが必要です（図表1-1-
4）。
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図表1-1-4 新たな評価制度への移行・データベース構築（イメージ）

令和２年10月30日公表新たな評価制度への移行・データベース構築（イメージ）

自己改善

自己点検・評価

教育研究活動

大学

各大学の学内での取組
（内部質保証）

第三者評価

大学の教育研究等の総合
的な状況（機関別評価）

大学評価基準への適合状
況を評価(適合・不適合)

対象：

結果：

対象：

結果：

社会へのアカウンタビリティ

・大学自らの情報公表

・大学ポートレート（※）による各
大学ごとの教育情報の公表
※各大学間の比較不可
・認証評価機関における認証評
価結果の公表

・国民が分かりやすい評価結果の
公表
・新たな評価におけるデータベースと
連携した新たなデータプラットフォー
ム（※）の構築
※各大学間の比較可能

・全国学生調査の結果のフィー
ドバック

現
行
の
仕
組
み

制
度
見
直
し
の
イ
メ
ー
ジ

・大学自らの情報公表の充実

質の改善に向けた組織的な活動
の実施

⇒学修者や進学希望者が各大学
の教育力を把握できるような情報
を公表

学部・研究科等

教育の質を数段階で示す
・定性的評価
・教育情報データベースを活
用した定量的評価

新たな評価制度への移行を通じて、事務手続等の負担軽減を実施

現在の認証評価

新たな評価制度
現在の内部質保証システムの充実
を図りつつ、新たな第三者評価への
連動・活用を通じて内部質保証制
度の更なる実質化を図る

2	高等教育全体の「規模」の適正化
高等教育行政は、「高等教育計画の策定と各種規制」の

時代から「将来像の提示と政策誘導」の時代へ移行し、こ
れまで大学入学定員数は緩やかに増加してきました。一方
で、急速な少子化の中、設置者の枠を超えた、高等教育機
関間の連携、再編・統合、縮小、撤退の議論を避けること
はできない状況であり、高等教育全体の適正な規模の見直
しが必要です。

（1）高等教育機関の機能強化
現在、高等教育への進学希望者数と高等教育機関の収容

定員は拮抗しつつありますが、今後、18歳で入学する学
生が減少することにより超過供給になり、定員充足率のよ
り一層の悪化が見込まれます。このため、各高等教育機関
が最低限確保するべき学生数を確保できず、経営状況の悪
化により、教育研究の「質」を維持できなくなるおそれが
あります。
このような中、一定の規模を縮小しつつ、S/T比（教員

一人当たりの学生の割合）の改善等による質向上や収容定
員・資源の大学院へのシフト、質を確保した上で留学生・

社会人増に取り組む大学等への支援や、デジタル・グリー
ン等の成長分野への学部転換等の支援の強化、職員の高度
化の促進等を通じて、意欲的な教育・経営改革を行うため
の支援を進めるとともに、大学等連携をより緊密に行うた
めの仕組みの導入や支援策の検討など高等教育機関間の連
携の推進を図ることが必要です。

（2）高等教育全体の規模の適正化の推進
高等教育全体の規模の適正化については、他機関におけ
る再編等に関する施策の例も参考にしつつ、地域や社会の
ニーズ等を踏まえた上で、再編・統合や縮小、撤退を支援
することが必要です。
その際には、大学、専門職大学・専門職短期大学、大学
院・専門職大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校と
いった機関別、あるいは、国公私立の設置者別の区分に関
係なく、全ての高等教育機関にとって、決して他人事では
ないとの認識を強く持つ必要があります。
その上で、審査時の財産保有要件や経営状況に関する要
件厳格化、設置計画の履行が不十分な場合の私学助成減
額・不交付など厳格な設置認可審査へ転換していくことが
必要です。
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また、定員未充足や財務状況が厳しい大学等を統合した
場合のペナルティ措置緩和、再編・統合を行う大学等への
支援等を通じて推進するとともに、一時的な減定員を戻す
ことを容易にする仕組みの創設や早期の経営判断を促す指

導の強化等による縮小への支援、在学生の卒業までの学修
環境確保や、卒業生の学籍情報の管理方策の構築、残余財
産帰属の要件緩和などを通じた撤退への支援等の取組を講
じることも必要です（図表1-1-5）。

図表1-1-5 高等教育機関全体の規模の適正化（イメージ）

１．厳格な設置認可審査への転換

設置認可

○ 教員の配置基準等の改善
○ 財産保有や経営状況等の要件の厳格化
○ リスクシナリオ等に関する審査の在り方、審査プロ
セス等の抜本的見直し 等

２．設置計画不履行に対する措置
○ 設置計画の不履行（設置後、一度も定員
充足率が一定の割合に満たない場合など）
に対する私学助成の減額・不交付措置
等

３．意欲的な教育・経営改革への支援

○ 大学院シフト、留学生、社会人増加大学等への支援
○ 改革やチャレンジに取り組む大学への支援強化
○ 複数大学等の連携による経営改革の支援強化 等

設置計画
履行期間

４．縮小支援、撤退支援

○ 一時的な定員減の仕組みの構築
○ 経営指導の基準となる指標の見直し
○ 規模縮小や撤退に係る指導の強化、経営改善計画の
策定義務付け 等

高等教育機関全体の規模の適正化（イメージ）

撤
退 縮小

完成年度後

新たな評価制度における教育の質の評価と情報公表

3	高等教育への「アクセス」確保
（1）地理的観点からのアクセス確保
地域によって高等教育機関への進学率や進学者収容力が

異なるとともに、少子化の中で、地方の私立大学ほど学生
数が減少し、厳しい経営状況に陥る傾向にある一方で、経
済的な理由を含め様々な理由で地元を離れることができな
い進学希望者がいることから、地理的観点からのアクセス
確保のための方策を講じなければなりません。
グランドデザイン答申においては、地域の高等教育機関

が高等教育という役割を超えて、地域社会の核となり、産
業界や地方公共団体等とともに将来像の議論や具体的な連
携・交流等の方策について議論する地域連携プラット
フォームの構築や、国公私立の枠組みを超えた連携の仕組
みとして大学等連携推進法人の導入等が示されました。こ
れを受け、いくつかの地域で取組が始まっており、地域の

全大学が参画して教育プログラムの開発や進学・就職支援
に取り組んでいる地域連携プラットフォームの例や、多数
の連携開設科目の設置により教養教育の充実や多様な学生
交流に取り組んでいる例があります。一方で、現状の地域
連携プラットフォームでは、強い当事者意識、問題解決に
向けたスピード感に課題があるとの指摘や、連携開設科目
の設置にとどまらない、大学等連携推進法人を活用した教
育連携の取組を更に先に進めていくべきではないかとの指
摘もされています。
そこで、各高等教育機関が持つ強みや特色を生かしつ
つ、地域におけるアクセス確保を図り、地域に必要な人材
を育成するために、まずは、地域連携プラットフォームの
仕組みを発展させ、各地域の高等教育を取り巻く状況や課
題、将来の人材需要等を地域の高等教育機関が共通に認識
し、地方公共団体や産業界等地域の関係者も一体となって
議論し具体的な取組に向かうことができる場として、協議
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体（地域構想推進プラットフォーム（仮称））を構築する
ことが必要です。あわせて、窓口の明確化等による地方公
共団体への高等教育振興担当部署の整備促進、国における
司令塔機能の強化を図ることも求められます。また、協議
体での検討を促すため、国による地域ごとの人口予測や分
野ごとの産業・雇用環境の変化等の量的・質的な情報提
供、コーディネーターの育成・配置等を進めるとともに、
協議体での議論を踏まえ、国が支援をする仕組みの構築
や、大学等連携をより緊密に行うための仕組み（地域研究

＊3	 参照：第3章第2節	1（2）

教育連携推進機構（仮称））の導入など、地域にとって真
に必要な一定の質が担保された高等教育機関への支援を行
うことも必要です。
さらに、都市から地方への動きの促進等を通じた地方創
生を推進するため、国内留学や学生寮の整備、サテライト
キャンパスやキャンパス移転などの取組を進めるととも
に、大学間連携による授業の共有化など遠隔・オンライン
教育の推進を図ることも重要となります（図表1-1-6）。

図表1-1-6 地域の高等教育へのアクセス確保を図るための仕組み（イメージ）

令和２年10月30日公表

※地理的観点からのアクセス確保の観点からは、都市から地方への動きの促進等を通じた地方創生の推進も重要。

B大学

【【大大学学間間連連携携推推進進パパタターーンン】】
地地域域アアククセセスス確確保保にに資資すするる
共共同同ででのの教教育育研研究究・・組組織織運運営営
例：多様な学生の受入れ支援、

共同調達等

地方公共団体 産業界・
金融機関等

【【産産官官学学連連携携推推進進パパタターーンン】】
左記に加え、地地方方創創生生にに資資すするる

産産官官学学連連携携のの取取組組実実施施

✓ 連携開設科目の開設に加え、地域構想推進プラットフォーム（仮称）等
での議論を踏まえ、地域のアクセス確保・人材育成のための研究・教育の
連携（※）に取り組むことを推奨

地域における大学等間の連携枠組みの強化

地域研究教育連携推進機構（仮称）

✓ 地域の将来ビジョンや大学等の研究・教育の構想・
推進策を地域全体で情報共有・共通認識

✓ 大学等、地方公共団体、産業界等の地域関係者
が一体となって、国と連携しながら地域のアクセス確
保等の取組を支援

地域における協議体の実質化

・地域ごとの高等教育へのアクセス確保を図るための司令塔機能の強化（「地域大学振興室」の新設）
・関係省庁や地域の産官学金等関係者と連携した、地域の高等教育へのアクセス確保・人材育成や地方創生の取組の推進文部科学省

※地域により、地域の範囲の設定や、協議体の構築方法、協議体と大学等連携推進法人との関係・取組の進め方は多様であることに留意。

大学
短大
高専等

労・言等
地域関係者

地域のアクセス確保・
人材育成等の

在り方・取組を議論

県
市町村
担当部署

産業界
金融機関

コーディネーター配置

地域の高等教育へのアクセス確保を図るための仕組み（イメージ）

従来

今後

従来

今後発展

連携開設科目を中心とした大学等連携推進法人(※)の取組
発展

地域構想推進プラットフォーム（仮称）

※地域連携プラットフォームの発展による構築等既存組織の活用も推奨

連連携携
強強化化

複数の大学等が地域関係者と恒常的に対話し、
連携を行うための地域連携プラットフォームの取組
※国による「ガイドライン」策定

国支
援

※入試、多様な学生受入れ支援、キャリア支援等の業務、大学関係施設の共同管理・運営、
事務システムの共同化、共同調達などが想定。また、そのために必要な支援策についても検討。

※文部科学大臣が認定

※支援対象となる地域研究教育連携推進機構（仮称）の位置付けを検討

コーディネーター
配置

コーディネーター
配置 国

支
援

A大学 A大学 B大学

C短大

（2）社会経済的観点からのアクセス確保
経済的観点からのアクセス確保については、令和2年度

に、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯について、授
業料・入学金の減額・免除と給付型奨学金の大幅な拡充を
行う「高等教育の修学支援新制度」が開始され、しっかり
とした進路への意識や進学意欲があれば、低所得者世帯の
者が高等教育機関に進学する機会が拡充されました。ま
た、令和6年度からは、この対象が負担軽減の必要性の高
い多子世帯（子供三人以上を扶養する世帯）や私立理工農

系の学生の中間所得層に拡充されました。住民税非課税世
帯の進学率は、平成30年度に約40％と推計されていまし
たが、令和5年度の抽出調査では約69％となっており、
この制度が進学の後押しにつながっていると考えられま
す。加えて、令和7年度からは、多子世帯の学生に対し
て、所得制限を設けず、国が定める一定の額まで授業料・
入学金を無償とするなど、教育費負担軽減の取組が進展し
ています＊3。
今後は、高等教育の修学支援新制度等の着実な実施を図
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るとともに、企業等による代理返還の普及促進など個人へ
の経済的支援を充実することが必要となります。また、社
会的観点からのアクセス確保としては、プッシュ型の情報

発信やアンコンシャスバイアス（無意識の思い込み）の解
消促進、キャリア教育の促進など、高等教育機関入学前に
おける取組を進めることも求められます（図表1-1-7）。

図表1-1-7 「知の総和答申」要旨③

我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）要旨③
中央教育審議会（令和７年２月21日）

２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策②

（２）高等教育全体の「規模」の適正化

高等教育機関の機能強化

○意欲的な教育・経営改革を行うための支援
➣一定の規模縮小しつつ、質向上、大学院への
シフトを行う大学等への支援

➣デジタル、グリーン等の成長分野への学部転
換支援等の強化

➣職員の高度化の促進 等
○高等教育機関間の連携の推進
➣大学等連携をより緊密に行うための仕組みの
導入や支援策の検討 等

高等教育全体の規模の適正化の推進

（３）高等教育への「アクセス」確保

地理的観点からのアクセス確保 社会経済的観点からのアクセス確保

○個人への経済的支援の充実
➣高等教育の修学支援新制度等の着実な実施
➣企業等による代理返還の普及促進 等

○高等教育機関入学前における取組促進
➣プッシュ型情報発信
➣アンコンシャス・バイアス（無意識の
思い込み）解消促進

➣キャリア教育促進  等

○厳格な設置認可審査への転換
➣審査時の財産保有要件や経営状況に関する要件厳格化
➣設置計画の履行が不十分な場合の私学助成減額・
不交付 等

○再編・統合の推進
➣定員未充足や財務状況が厳しい大学等を統合した
場合のペナルティ措置緩和

➣再編・統合を行う大学等への支援 等

イ．都市から地方への動きの促進等
を通じた地方創生の推進
○地方創生を進めるための高等教育
機関への支援
➣国内留学 ➣学生寮整備
➣サテライトキャンパス
➣キャンパス移転

等の取組推進 等

○遠隔・オンライン教育の推進
➣大学間連携による授業の共有化 等

○縮小への支援
➣一時的な減定員を戻すことを容易にする仕組み
の創設

➣早期の経営判断を促す指導の強化 等

○撤退への支援
➣在学生の卒業までの学修環境確保
➣卒業生の学籍情報の管理方策の構築
➣残余財産帰属の要件緩和 等

ア．地域ごとのアクセス確保を図るための仕組みの構築
○地域のアクセス確保・人材育成のための協議体構築
➣地域構想推進プラットフォーム（仮称）（地域の高等教育
機関、地方公共団体、産業界など関係者が議論する協議
体）の構築

➣地方公共団体における高等教育振興担当部署の整備
（連携窓口の明確化等）促進

➣国における司令塔機能の強化 等

○協議体での検討を促す仕組みの整備
➣国による地域ごとの人口予測や分野ごとの産業・雇用
環境の変化等の量的・質的な情報提供

➣コーディネーターの育成・配置 等
○地域にとって真に必要な一定の質が担保された高等
教育機関への支援
➣協議体での議論を踏まえ、国が支援する仕組みの構築
➣ 地域研究教育連携推進機構（仮称）（大学等連携をよ
り緊密に行うための仕組み）の導入 等

4	機関別・設置者別の役割や連携の在り方
（1）機関別の役割
我が国においては、大学（学士課程）・大学院に加え、

専門職大学院・専門職大学・専門職短期大学や、短期大
学、高等専門学校、専門学校の多様な高等教育機関が設け
られています。これらは、学校種ごとに制度目的や修業年
限、学位授与の有無、教育内容等に違いがあり、それぞれ
の特色に応じた多様な高等教育が展開されています。今
後、これらの機関を取り巻く状況の変化を踏まえ、機関ご
との違いや特色を生かしつつ、各機関が自らの役割を再定
義して改善に取り組むことが求められます。

①大学（学士課程）
大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培

うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、こ
れらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展

に寄与する役割を担っています。

②専門職大学・専門職短期大学
産業界と密接に連携して実践的な職業教育を行う専門職
大学・専門職短期大学では、実践力・創造力を備えた専門
職業人の育成促進が求められます。

③大学院・専門職大学院
大学院は、学術の理論と応用を教授研究し、その深奥を
きわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための
深い学識と卓越した能力を培い、文化の進展に寄与するこ
とが期待されており、我が国の「知の総和」の向上に当
たって、今後、特に重要な役割を担うことが期待されます。

④短期大学
短期大学は、各地方公共団体、地域の産業界等との連携
を強めながら地域コミュニティの基盤となる人材を養成し
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ており、今後は、時代の変化に応じた役割を踏まえた変革
や、専攻科修了者の進学ニーズを踏まえた制度改善が望ま
れます。

⑤高等専門学校
高等専門学校は、実践力の修得に重点を置いた5年一貫

の技術者教育を行う高等教育機関として、特に今後は教育
の高度化や国際化の推進が期待されます。

⑥専門学校
専門学校は、社会や産業のニーズに即応しつつ、社会基

盤を支えるために必要な人材を育成する役割を担ってお
り、今後は実践的な職業教育の更なる推進や、社会人・留
学生の受入れ拡大が求められます。

（2）設置者別の役割
それぞれの設置者が設置する機関が有する本質的な役

割、すなわち、大きな公的資金を基盤とする国立大学につ
いては、国立という設置形態に由来して本来求められる役
割をより一層発揮していくことが求められるとともに、各
地方公共団体による地方財政を基盤とする公立大学につい
ては、設置者である地方公共団体の設置目的に沿って、私
立大学については建学の精神にのっとった自主性と公共性
のバランスを図りながら、それぞれの特色を生かした役割
を果たしていくことが期待されます。
今後、急速な少子化が進行するなど、高等教育機関全体

を取り巻く状況が大きく変化していくことが想定される
中、各大学においては、それぞれの設置者別の役割や機能
を踏まえつつ、自らのミッションを改めて見つめ直し、時
代の変化に応じて刷新し、自らの将来を定めていくことが
求められます。

①国立大学
国立大学は、社会を先導する人材を、地方をはじめ全国

で育成するための教育機会の確保や、国として継続的に実
施すべき多様な研究の実施といった役割を果たすととも
に、社会環境が変化する中で、各大学のミッションに応じ
て、よりその機能を高めていくことが期待されます。しか
しながら、18歳人口が大幅に減少する想定の中、学士課
程の定員規模を見直すことも避けることができない状況で
す。その際、我が国全体の「知の総和」の向上の観点か
ら、修士・博士課程への収容定員・資源の重点化による、
大学院の強化・充実や、多様性の確保に向けた外国人留学
生や社会人学生の受入れ拡大、新たな学問融合領域への資
源の重点化など、各大学の実態を踏まえるとともに、地方
において国立大学が果たす高等教育へのアクセス確保の観
点も踏まえ、定員の在り方について検討することが必要と

なります。

②公立大学
公立大学は、地方公共団体の規模や実態、設置目的に応
じた教育研究を行っていくことが期待されます。また、地
理的観点からのアクセス確保を図るための仕組みの構築に
当たっては、公立大学が地方公共団体の直接のニーズを踏
まえた教育を行ってきた特長や地方公共団体と常に向き
合ってきた知見を生かして、地域の産学官の連携に積極的
な役割を果たすことも期待されます。さらに、今後、少子
化が更に進展する中で、公立大学の定員規模の見直しに向
けた検討も周辺の高等教育機関の状況など地域の実態を踏
まえつつ行うとともに、前述のとおり、私立大学の公立化
については、引き続き安易な設置は避ける必要があり、地
域の人材需要や将来の運営の見通し等を十分に吟味するな
ど、慎重に検討することが求められます。

③私立大学
私立大学は、今後も引き続き、建学の精神やそれを踏ま
えた現代的なミッションに基づき、自主性と公共性のバラ
ンスを図りながら、多様性に富んだ教育研究を実施してい
くことが期待されます。また、高等教育へのアクセス確保
において、建学の精神や私立大学だからこそ担うことので
きる役割を生かして、他大学等と積極的な連携の中で一翼
を担うことも期待されます。一方で、国立大学や公立大学
と同様に、私立大学についても今後の更なる少子化を見据
えた定員規模の見直しは不可避であり、意欲的な教育・経
営改革や、規模の適正化を図る大学への支援を進めていく
ことが求められます。

（3）機能や特性等に着目した政策の重視
大学における人材育成は、対象とする学生の知識・能力
や育成する人材像によって教育内容や手法等に違いがあ
り、各大学が有する教育資源を最大限に生かして、強みを
構築していくことが必要です。各大学の教育研究機能を最
大化するためには、例えば、総合的な教養教育を重視する
大学や、専門職業人養成や特定の専門的分野の教育を行う
大学、研究を重視する大学等の機能に着目した上で、学部
及び大学院の収容定員・資源の最適化を行いつつ、ミッ
ションに応じた教育研究を行うことが求められます。
また、各高等教育機関全体として機能別に分化していく
方向に向かう中では、各機関が持つ機能や特性等をより強
化するために、地域や設置者の枠組みを超え、それぞれの
機能に即した高等教育機関間の連携も、今後ますます重要
となっていくものと考えられます。そのため、政府におい
ては、設置者別を超えて、その機能や特性に応じた支援を
講じていくことが求められています。
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5	高等教育改革を支える支援方策の在り方
（1）基本的考え方
①高等教育の価値
高等教育改革への支援を考えるに当たっては、「社会は

高等教育の価値を認めているのか」を改めて問い直す必要
があります。高等教育は、学生個人や進学希望者、保護者
にとっての価値にとどまらず、本来、社会の発展に寄与す
る「社会のため」の存在でなければなりません。これまで
も累次の答申等で指摘されてきたように、高等教育は、社
会・生活基盤を支える人材、地域の成長・発展をけん引す
る人材、世界最先端の分野やグローバルな競争環境で活躍
する人材などの厚みのある多様な人材育成、学術研究によ
る知の創出やイノベーション等の役割を担う国力の源泉で
あり、高等教育への投資は未来への先行投資と考えること
が必要です。

②高等教育への信頼
高等教育機関が社会的な信頼を得るためには、高等教育

機関を卒業、修了した者が自身の成長をはじめとした教育
の価値を会得して社会で活躍するとともに、産業界等との
人材交流や共同研究等の連携の強化を通じて、当該機関に
おける教育研究や地域貢献により社会から理解を得ること
が重要です。
このような観点から、高等教育機関においては、学生の

満足度を高め、成長が得られるよう教育研究活動を高度化
していくとともに、それぞれの強みや役割を生かした活動
を行いつつ、得られた教育研究の成果や効果について社会
に対して情報公表を続けていくことが求められます。ま
た、各機関においては、果たすべき役割や機能の強化、教
育研究の質の一層の向上を実現するため、機関内における
適切な資源配分や効率化を前提としつつ必要な財源を確保
することが求められます。

③必要コストの算出
質の高い教育研究を行っていくためには、優れた教職員

や学生を引き付ける環境を構築することが必要であり、そ
のためのコストを賄うことができる安定的な財務基盤を確
立することは不可欠です。
その際、高等教育の価値が社会的に信頼されることに

よって、公私からの資源投入を呼び込むことができます。
また、信頼を高めるのみならず、高等教育に係る費用の全
体像が社会的に共有されなければ、最低限投入すべき資源
量について議論することは困難となります。そのため、各
高等教育機関においては、教育研究の成果や効果を含め、
徹底した情報公表を進めることが求められます。加えて、
国においては、教育・研究のそれぞれの特性を踏まえ、現

在必ずしも視覚化されていない教育コストについて、現代
的な高等教育機関を取り巻く環境や、より質の高い教育研
究の実施も念頭に、必要となるコストを明確にした上で、
それに基づき、高等教育機関全体での必要コストを算出
し、社会に広くその必要性を訴えかけていくことが必要で
す。

④高等教育投資の在り方
高等教育は、社会・生活基盤を支える人材、地域の成
長・発展をけん引する人材、世界最先端の分野やグローバ
ルな競争環境で活躍する人材などの厚みのある多様な人材
育成を通じて、個人にも社会にも便益を与えるものである
とともに、社会の新たな知の創出やイノベーションに当
たって極めて重要な役割を担うものです。高等教育に対す
る投資は、未来への先行投資として、大胆な投資を進め、
我が国の成長のために更なる強化を図っていくことが必要
です。
その際、公財政支援、社会からの投資・支援、個人・保
護者負担のどれか一つだけに依存するのではなく、それぞ
れについて、高等教育の持続可能な発展に資するような規
模・仕組みを確保することが必要となります。

（2）今後取るべき方策
①短期的取組
上記の基本的な考え方を踏まえ、答申後2から3年程度
までに実施すべき取組として、公財政支援の観点、社会か
らの投資・支援の観点、個人・保護者負担の観点から、施
策を充実させ、高等教育の持続可能な発展に資するような
仕組みを構築することが必要です。その際、公財政支援の
充実としては、国立大学法人運営費交付金や私学助成等の
基盤的経費助成の十分な確保や、競争的資源配分を行う補
助の不断の見直しと充実、社会からの支援強化としては、
企業による奨学金の代理返還制度の活用促進や寄附獲得の
促進が必要です。また、個人・保護者負担の見直しとして
は、近年の物価や人件費の変化、教育活動に係る費用を考
慮した個人・保護者負担の在り方について個人支援や機関
補助とのバランスも勘案しつつ検討することが必要となり
ます。

②中長期的取組
中長期的な国の取組については、高等教育の持続可能な
発展に資するような規模・仕組みの確保に向けて、教育コ
ストの明確化と負担の仕組みの見直しなどについて検討を
行い、答申後5から10年程度で、高等教育の財務構造の
改革を進めていくことが求められます。また、将来的に
は、新たな評価制度等も踏まえた、設置者別から機能別へ
の資源配分の転換の在り方について整理していくことも望
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まれます。このような取組を通じて、我が国の成長を支え
る高等教育に対する大胆な投資を社会全体で進めていかな
ければなりません。
このため、授業料等の最低ライン設定や公的支援の仕組

みの見直しに向けた検討など教育コストの明確化と負担の
仕組みの見直しを行うとともに、税制の在り方や寄附の充
実等の検討など高等教育への大胆な投資を進めるための新
たな財源の確保を図ることが必要です（図表1-1-8）。

図表1-1-8 「知の総和答申」要旨④

我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）要旨④
中央教育審議会（令和７年２月21日）

３．機関別・設置者別の役割や連携の在り方

○公財政支援の充実
➣基盤的経費助成の十分な確保 ➣競争的資源配分の不断の見直しと充実
○社会からの支援強化
➣代理返還制度の活用推進 ➣寄附獲得の促進
○個人・保護者負担の見直し
➣個人・保護者負担の在り方について個人支援や機関補助とのバランスも勘案
し検討

短期的取組
(２～３年
以内まで)

○教育コストの明確化と負担の仕組みの見直し
➣授業料等の最低ライン設定や公的支援の仕組みの見直しに向けた検討
○高等教育への大胆な投資を進めるための新たな財源の確保
➣税制の在り方や寄附の充実等の検討

中長期的
取組

(５～10年
程度)

①高等教育の
価値
②高等教育への
信頼

③必要コストの
算出
④高等教育
投資の在り方

：高等教育は国力の源泉であり、高等教育
への投資は未来への先行投資
：学生の満足度を高め、成長が得られるよう
教育研究活動を高度化し、教育研究の成果
や効果を社会に対して情報公表
：教育コストを明確にした上で、社会に広く
その必要性を訴えかけていくことが必要
：公財政支援、社会からの投資・支援、個人・保
護者負担のどれか一つだけに依存するので
はなく、それぞれについて、高等教育の持
続可能な発展に資するような規模・仕組みを構築

（１）機関別の役割

①大学
 （学士課程）

※「２．今後の高等教育政策の方向
性と具体的方策」を参照

②専門職大学・
専門職短期大学

実践力・創造力を備えた専門職業人
の育成促進

③大学院・
専門職大学院

※２（１）「③大学院教育の改革」
を参照

④短期大学
時代の変化に応じた役割を踏まえた
短大自身の変革、専攻科修了者の進
学ニーズを踏まえた制度改善

⑤高等専門学校 高専教育の高度化・国際化の推進

⑥専門学校 実践的な職業教育の推進、社会人・
留学生の受入れ拡大

①国立大学

社会を先導する人材を、地方をはじめ全国で育成するための教育機会の確
保、国として継続的に実施すべき多様な研究の実施

国立大学の学部定員規模の適正化（修士・博士への資源の重点化を図りつつ、
国際化や地域のアクセス確保にも配慮）や連携、再編・統合の推進に向けた検討
地域の高等教育機関のけん引役としての機能強化

②公立大学
地方公共団体の規模や実態、設置目的に応じた教育研究の実施

地域の実態を踏まえた教育研究の実施や定員規模の適正化（見直しも含
めた地域との継続的な対話、私立大学の安易な公立化の回避）

③私立大学
建学の精神に基づく多様性に富んだ教育研究の実施

意欲的な教育・経営改革や連携を通じた機能強化
規模適正化の推進（設置認可厳格化、再編・統合、縮小、撤退の支援）

（２）設置者別の役割

（３）機能や特性等に着目した政策の重視：それぞれの機能に即した高等教育機関の連携も含め、機能別分化の中で、教育研究の質向上につながる取組を
設置者の枠を超えて支援

上記１～４までを踏まえた、制度改革や財政支援の取組や今後10年程度の工程を示した政策パッケージを策定し、具体的方策の実行に速やかに着手

４．高等教育改革を支える支援方策の在り方

：機関ごとの違い・特色を生かしつつ、
自自ららのの役役割割をを再再定定義義して改善

：役割や機能を踏まえつつ、自らのミッションを改めて見つめ直し、
時代の変化に応じて刷新し、自らの将来を定めていく必要

		第4節第4節	 答申を踏まえて	 答申を踏まえて
今後、文部科学省では、「知の総和答申」の内容を踏ま

え、制度改革や財政支援の取組や今後10年程度の工程を
示した政策パッケージを策定し、具体的方策の実行に速や
かに着手します。
このうち、特に地域における高等教育へのアクセス確保

や各地域の大学の振興を推進するため、令和7年4月には
文部科学省に地域大学振興室を設置しました。地域大学振
興室では、地方大学の振興や高等教育へのアクセス確保に
当たって、国における司令塔としての機能を果たせるよ
う、地域大学振興に関する高等教育機関への情報提供を一
元的に担うほか、大学・短大・高専等の高等教育機関や地
方公共団体、各地域の協議体などの関係者と連携し、地域
のアクセス確保や地方創生の取組を推進してまいります。

また、国立大学については、令和6年7月に設置された
「国立大学法人等の機能強化に向けた検討会」において、
「知の総和答申」を踏まえつつ、国立大学法人の機能強化
の方向性や、地方の国立大学法人等が果たす役割と国から
の支援の在り方、財政支援とコスト負担の在り方などの検
討が進められています。
私立大学については、令和7年2月に「2040年を見据
えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」におい
て議論が開始されています。「知の総和答申」の方向性に
基づき、今後、私立大学を取り巻く環境の変化を見据えな
がら、私立大学の振興に向けて期待される役割を明確化
し、その役割を果たしていくための具体的な方策等に焦点
を当てつつ検討が進められる予定です。
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各地では、大学が同地域内の他大学や地方公共団体、経
済団体、高校などと連携し、地域社会の人材育成の将来像
を共有することなどを通じ、大学での学修の質の向上や、
学生の地域産業の理解増進、地域活性化に繋がる事例が生
まれています。

【山梨大学等での取組】
「一般社団法人大学アライアンスやまなし」は、山梨大
学と山梨県立大学が山梨県の協力を得て共同で設立し、令
和3年3月に全国初の大学等連携推進法人として認定され
ました。両大学間では、連携開設科目を設けて教養教育を
充実させ、学びの選択肢を拡大するほか教員の効率的な配
置やスケールメリットを生かした共同調達などにより、経
費の削減にも取り組んでいます。
今後は、教養教育のみならず専門教育に踏み込んだ改
革、大学設置形態を越えた新たな枠組みの構築（私立大学

の参画）などが考えられています。
また、令和5年3月に地域の人材育成の将来ビジョンや

それを実現するための高等教育の在り方などを恒常的に議
論する地域連携プラットフォームとして、「地域人材養成
推進会議」が設けられました。ここには、山梨県立大学や
山梨大学をはじめとする高等教育機関、山梨県商工会議所
連合会をはじめとする経済団体、山梨中央銀行をはじめと
する金融機関、（公財）やまなし産業支援機構をはじめと
する各種機関及び地方公共団体として山梨県が参画してお
り、文理融合型教育組織の整備に向けた議論などが行われ
ています。今後は、地方公共団体の中で大学振興を担当す
る部局を明確にすることや、産官学金等の間を繋ぐコー
ディネーター人材の育成・配置、将来に渡り持続可能なス
キームを構築することなどが、課題として考えられていま
す。

地域の中における大学
Column

01

図表1-1-9 旧小学校の跡地を活用した大学誘致の例

3

30 4

31 4

3
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【共愛学園前橋国際大学での取組】
群馬県前橋市に所在する共愛学園前橋国際大学では、カ
リキュラム全体で地学一体の学びに取り組むことに加え、
地元からの寄附講座「群馬を知る」（群馬県庁）、「前橋市
を考える」（前橋市役所）、「地域と企業」（地元企業）等の
開講や、地元市役所や企業等への4か月間の長期インター
ンシップ、群馬経済同友会、群馬中小企業家同友会等の経
済団体や群馬県、前橋市、前橋市教育委員会等の行政機関
との連携協定締結、地元新聞社による仕事理解ワーク
ショップの開催等を通じ、学生の地域理解を醸成し、地元
就職を支援しています。地学一体の取り組みを本格的に開
始した平成25年時点では、就職者全体に占める地元就職
率が約59％でしたが、令和3年時点では約76％まで上昇
しています。
また、同大学では群馬県立前橋高等学校や同桐生高等学
校、市立前橋高等学校や市立太田高等学校など多数の高校
へ教職員や学生が赴き、探究学習に取り組む生徒を支援し
ており、地域の中で高大接続にも貢献しています。

【和歌山市での取組】
和歌山県では、県内高校生の県外大学進学率が長年にわ

たり全国で最も高く、平成27年時点では大学進学者の約
90％が県外大学へ進学していました。若年層の県外流出
に加え、和歌山市では市中心部の人口減少や、地域を支え
る看護師等の専門人材の不足等が課題となっていました。
課題の一因として、他県に比し大学等の立地数が少ないこ
とが考えられたため、和歌山県と和歌山市で「県市政策連
携会議」を立ち上げ、小中一貫校開校に伴う閉校による小
中学校の跡地を活用した大学誘致に取り組みました。
跡地を活用することで、大学側の初期投資や整備にかか

る工期を大幅に軽減することができ、平成30年に東京医
療保健大学が、31年には和歌山信愛大学など、複数大学
を市内へ誘致することができました。その結果、令和5年
には高校生の県外大学進学率が約81％まで減少し、市内
大学の卒業生の県内就職率も平成30年の約28％から令和
5年には約42％まで上昇しました。また、学生の社会貢
献活動や地域活動への参加も活発化しています（図表
1-1-9）。

家庭の経済事情にかかわらず、誰もが、質の高い教育を
受けることができるチャンスが平等に得られ、個性や能力
を最大限伸ばせるようにすることが重要です。そのため、
文部科学省では、教育の機会均等や少子化対策の観点か
ら、公費による全国的な制度として高等教育費の負担軽減
に取り組んでいます（図表1-1-10）。これまでの負担軽減
施策の充実により、多くの学生等に経済的支援を届けるこ
とができるようになっており、低所得者世帯の進学率の向
上など効果が表れています。
我が国はこれまで、卒業後に返還が必要な貸与型奨学金
により学生に対する経済的支援を実施してきましたが、こ
れに加え、平成29年度に、特に経済的に厳しい方を対象
に返還不要の給付型奨学金を導入しました。また、令和2
年4月には、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への
進学率が低い状況にあることを踏まえ、低所得者世帯を対
象に給付型奨学金の支給額等の大幅拡充と授業料・入学金
の減額・免除制度の創設を行い、これらを併せて行う「高
等教育の修学支援新制度」（以下、「新制度」という。）を
開始しました。本制度は、住民税非課税世帯については高
等教育を無償とする水準で支援を行い、また、制度全体と
して支援の崖が生じないよう、これに準ずる世帯について
も所得に応じ段階的な支援を行っています。住民税非課税

世帯の大学等への進学率が、新制度開始前の平成30年度
の推計では約40%であったところ、令和5年度の実績で
は約69％まで向上しており、本制度が高等教育機関への
進学に寄与しているものと考えています（図表1-1-11）。
一方で、我が国が直面する大きな課題である少子化対策

の観点からも高等教育費の負担軽減は重要です。教育費の
負担が理想の子供の数を持てない大きな理由の一つとなっ
ているとの声があることから、特に負担軽減が喫緊の課題
である高等教育については、教育の機会均等を図る観点か
らも、着実に取組を進めていく必要があります。令和5年
12月に閣議決定された「こども未来戦略」の「加速化プ
ラン」において、高等教育費の負担軽減として、奨学金制
度の充実と授業料後払い制度の創設が盛り込まれました。
本戦略に基づき、まず、在学中は授業料を徴収せず、卒

業後の所得に連動して納付を可能とする授業料後払い制度
を、令和6年度から大学院修士段階の学生を対象として導
入しました。
さらに、貸与型奨学金の減額返還制度を利用可能な年収

上限を引き上げるとともに、子育て時期の経済的負担に配
慮する観点から、子供二人世帯については500万円以下
まで、三人世帯については600万円以下まで更なる引き
上げを実施しました。

近年の高等教育段階における 
経済的支援施策の充実について

Column

02
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図表1-1-10 高等教育費の負担軽減（学生等への経済的支援の全体像）

授
業
料
・入
学
金
減
免

  

給
付
型
奨
学
金

有利子奨学金

貸
与
型
奨
学
金
（
昭
和
18

年
～
）

高等教育費の負担軽減（学生等への経済的支援）
教育の機会均等及び少子化対策の観点から、公費による全国的な制度として、高等教育の修学支援新制度及び貸与型奨学金により、学生等の経済的負担を軽減。

毎月振込
JASSO 学生等

世帯
年収

無利子奨学金

年間最大
144万円

約800万円

年間最大
76.8万円

口座振替
JASSO 返還者

負担軽減のイメージ世帯年収等・支援額

高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
（令
和
２
年
度
～
）

R7事業規模:約2,805億円（うち政府貸付金約962億円）
対象人数：約48万人

支援額

約1,250万円

R7事業規模:約5,854億円
（うち財政融資資金 5,140億円）

対象人数：約65万人
②卒業後

世帯
年収

年間最大
約91万円

約600万円

支援額

多子世帯

R7予算額 ：約1,954億円
対象人数 ：約49万人

約270万円 約300万円 約380万円

2/3支援

1/3支援
1/4支援

世帯
年収

年間最大
授業料70万円
入学金28万円

約600万円

授業料等
減免額

私立理工農系

対象人数  ：約84万人
（多子世帯＋低所得者世帯支援の合計）

約270万円 約300万円 約380万円

2/3支援

1/3支援 1/3又は1/4支援

①在学中

R7から多子世帯（子供３人以上扶養
世帯）は所得制限なく最大額を減免
R7予算額（内数）：約2,600億円
対象人数：約41万人

※ 返還金は在学生への貸与の原資となる
※ 返還が困難な場合、各種支援策あり

毎月振込
JASSO

（(独)日本学生支援機構）

学生等

納付額を
無償化・減免

学生等 大学等

対象校種：大学（学部）、短大、高専、専門学校、大学院
※大学院は本人年収に基づいて判定

＜学業要件＞
・採用時：学業成績要件あり
・採用後：留年等の場合停止

＜学業要件＞
・進学前は成績だけで否定的な判断をせず、
レポート等で本人の学修意欲を確認

・大学等への進学後は学修状況に係る要件あり

＜学業要件＞
授業料等減免に同じ

対象校：授業料等減免に同じ

対象校：国等による要件確認を受けた大学（学部）、
短大、高専（４・５年）、専門学校

※世帯年収は夫婦・子２人世帯の場合の目安
※各支援は組み合わせて受けることが可能（高等教育の修学支援新制度を利用する場合、無利子奨学金については貸与上限額が調整される。）
※この他、大学院生については、修士段階の「授業料後払い制度」、国費や大学独自の予算による各大学の授業料免除制度に係る支援、若手研究者に係る経済的支援制度により支援。

（減免のための国庫補助あり）

返還
不要

※上記の額は、
授業料については私
立大学（学部）等、
入学金については国
立大学（学部）の
場合の例

※上記の額は
私立大学（学部）
等、自宅外通学の
場合の例

※上記の額は
私立大学（学部）、
自宅外通学の場合
の例

学生等が学生生活を
送るのに必要な学生生活費

R7予算額 ：約4,578億円
（国・地方の所要額合計：約5,071億円）

返還
不要

※支援額は学校種・
設置者等により異なる

※支援額は学校種・設置
者と自宅/自宅外か等に
より異なる

※支援額は学校種・設置
者等、自宅/自宅外かに
より異なる

基準を満たす希望者全員に貸与

図表1-1-11 「高等教育の修学支援新制度」開始後の住民税非課税世帯の進学率について

40（推計値）

51（推計値）
54（推計値）

57（推計値）

69（実績値）

30

40

50

60

70

80

H30 R2 R3 R4 R5

【住民税非課税世帯の進学率】

（参考）
全世帯の進学率(令和５年度) 84%

（注）進学率の算出方法の違い
・H30は、（住民税非課税世帯のJASSO奨学金利用者（実績）＋JASSO奨学金を利用せずに進学している者（推計））／

（高校生等奨学給付金（※）を受給者している高３生＋児童養護施設への措置を解除された者、里親への委託を解除された者（18歳））（推計）
・R2～R4は、住民税非課税世帯のJASSO奨学金利用者／

（高校生等奨学給付金を受給者している高３生＋児童養護施設への措置を解除された者、里親への委託を解除された者（18歳））（推計）
・R5は、R4高校生等奨学給付金受給者のうち大学等に進学した者／R4高校生等奨学給付金受給者（実績）

 令和４年度に「高校生等奨学給付金」を受給していた高校３年生の卒業後の進路について、全国の国公私立高等学校等の割合を踏まえ、10分の１程度の高校を無作為に
抽出して調査を実施（500校について実施。（令和５年９月））

（※）住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯に授業料以外の教育費を支援するもの

大大学学（（学学部部）） 短短期期大大学学
大大学学・・短短期期大大学学
のの通通信信教教育育部部
及及びび放放送送大大学学

専専修修学学校校
専専門門課課程程
（（専専門門学学校校））

高高等等専専門門学学校校
（（４４，，５５年年生生））

高高等等学学校校
（（専専攻攻科科））

就就職職者者等等 そそのの他他

41.6
国公立：24.5
私立：17.2

4.2 0.4 21.7 0.6 0.3 22.6 8.4

69.0％

【住民税非課税世帯の進学・就職動向内訳（令和５年度）〔％〕】

(%)

〇住民税非課税世帯の進学率は、制度開始前に40%と推計されたところ、令和５年度には69%となっている。
「高等教育の修学支援新制度」開始後の住民税非課税世帯の進学率

（出典）文部科学省調
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また、新制度については、これまで対象となっていな
かった中間所得世帯について、政府として課題である「少
子化対策」と「デジタルやグリーンなど成長分野の振興」
に資するという観点から検討を行い、特に負担軽減が必要
な者として、子供三人以上を扶養する多子世帯や私立理工
農系の学部等に通う学生等へ対象を拡大しました。また、
子育てや教育費により理想の数の子供が持てない状況が子
供三人以上を理想とする夫婦で特に顕著であるという状況
を踏まえ、多子世帯に対する支援を更に充実することによ
り高等教育費により理想の子供の数を持てない状況を払拭
するため、令和7年度からは、第217回国会において成

立した「大学等における修学の支援に関する法律の一部を
改正する法律（令和7年法律第17号）」に基づき、多子世
帯の学生等について、所得制限を設けず、国が定める一定
の額まで授業料・入学金を無償としました。この拡充によ
り、子供が三人以上の世帯において最も経済的負担が集中
する期間の授業料・入学金の経済的負担の軽減が可能とな
ります（図表1-1-12）。
文部科学省としては、教育の機会均等や少子化対策の観

点から、引き続き高等教育費の負担軽減に取り組んでまい
ります。

図表1-1-12 多子世帯に対する大学等の無償化（概要）

３．減免上限額（年額）

令和７年度からの多子世帯に対する大学等の無償化について
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第１７号）に基づき、

令和７年度から多子世帯の学生等に対して所得制限なく大学等の授業料・入学金を、国が定めた一定額まで減額・免除する。
⇒高等教育費を理由として理想の数の子供を諦めることがない社会の実現に寄与。

※理想の子供数が３人以上の場合において、理想の数を諦める理由として、子育て・教育費を挙げる割合が顕著となっている。

世帯年収（目安）600万円300万円 380万円270万円

無利子奨学金

有利子奨学金

給付型奨学金

※参考 給付型奨学金イメージ
給付型奨学金 支給額 自宅生 自宅外生

国公立 大学・短大・専門学校 35万円 80万円

国公立 高専4・５年 21万円 41万円

私立 大学・短大・専門学校 46万円 91万円

私立 高専４・５年 32万円 52万円

２．授業料・入学金減免のイメージ

原則、
家計負担ゼロに

家計負担減少
家計負担

国公立 私立

第１子が
大学進学

第２子が
大学進学

第１子卒業後

大学院進学 就職

卒業後

大学生

高校生
以下

対象外

授業料等減免
上限額

国公立 私立

入学金 授業料 入学金 授業料

大学 28万円 54万円 26万円 70万円

短期大学 17万円 39万円 25万円 62万円

高専４・５年 ８万円 23万円 13万円 70万円

専門学校 ７万円 17万円 16万円 59万円

大学等の
要件

教育環境や経営状況に係る要件を満たす
大学等が対象

学生等の
要件

（採用時）学習意欲等が確認できれば対象
（採用後）出席率等に係る要件を満たす必要

対象学校種 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校

消費税財源を活用財源

支援対象 ＝扶養する子供が３人以上 かつ 大学等に通っている場合

１．対象者の要件等

５．対象となる多子世帯の考え方４．公費による支援 R7予算額：7,025億円（地方負担分493億円を含む）

住民税非課税世帯等

600万円

中間層（R6～）
（多子世帯・理工農系）

300万円 380万円270万円

R7～ 多子世帯（所得制限なし）：＋2,600億円（推計）

世帯年収（目安）

約34万人（R5実績）

約29万人（推計）

約12万人（推計）

授
業
料
等
減
免

給
付
型
奨
学
金

※ は扶養する子供

支援
対象

支援
対象

支援
対象

支援
対象

令和７年度からの多子世帯への
授業料等無償化に係るFAQ
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